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物価高騰対策支援事業の請求について【通知】 
 
日頃より、本市の教育・保育行政に御協力くださり、誠にありがとうございます。 

急激な物価高騰が長期化している状況を鑑み、貴施設所在自治体で「物価高騰対策支援に相当す

る加算」を実施する場合、横浜市児童分の給付費等請求の際、併せてご請求いただけます。 

 

１ 助成対象 

  貴施設所在自治体で実施する「物価高騰対策支援」に相当する加算 

  対象期間：令和５年４月～令和５年９月（10 月以降分の助成実施は未定） 

  対象児童：横浜市児童 

※児童あたりの加算のみ対象（貴施設所在自治体に請求している場合は除く。） 

施設あたりの加算は対象外 

  対象金額：貴施設所在自治体の助成金額に準ずる 

   

２ 請求方法 

  支払いは、貴施設からの請求をもって、お支払いします。 

  毎月の給付費等をご請求される際、請求明細書の「市町村助成明細欄」に「物価高騰対策支援」

に関する記載をご記入ください。毎月の給付費と一緒にお支払いします。 

 毎月の請求方法は、４をご確認ください。 

 請求明細書は、４よりダウンロードできます。 

 

３ 請求期間 

  令和６年３月５日（火）まで ※電子申請での提出です。 

  ※その後、本市が指定する期日までに請求書を提出した場合に限ります。 

  ※本加算は内閣府地方創生推進室が所管する「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金」を原資としており、年度を超えた支払いはできません。 

 

４ その他  

 毎月の請求方法、様式のダウンロードについて 

 

 

                       でご確認いただけます。 
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請求手続について：保育・教育給付課 671-0206 

制度趣旨について：保育・教育運営課 671-3564 

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。 


